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大 会 プログラム 
＜１日目＞ ２月１６日（土）  

13：00  開場  

13：30  開会あいさつ（司会 小林）  

スケジュール確認  アイスブレイク  

話し合いのルール 

●ビジョンワークショップ～「私」のきっかけから3年後へ （進行係 オーヤン） 

 

15：30  休憩            

 

16：00 ●第13回総会  

        議長選出、話し合いのルール 

    2018年度 活動報告、決算報告 

    2019年度  活動計画(短期ビジョン)、予算案 

規約改定案 

グループ討論(進行係 さざき、ちあき) シェア 

  

18：00   夕食休憩 プチバザー 販売 

 

19：30～21：00 総会の続き 
           役員案 全議案の議決 

 

 

＜２日目＞ ２月１７日（日） 
 

9：30  開場 

10：00  話し合いのルール確認 

    ●分 科 会     ’ │ Ɑכ☺⌐ 

1 非正規シングル女性集まろう！ 

2 介護する人と介護を必要とする人集まれ！！  

3 非正規公務の問題について考える 

4 セクマイの会 

5 からだほぐし  

6“女性自立””女性活躍”とフェミニズムを考える―私の苦労は私のもの              

  

12：00 昼食休憩  プチバザー など （90分） 
※大会はここまでです。 

 

13：00 特別講座 受付開始    

13：30～16：30 ǒȉǠ ѩ ↔Ƽ˺ ҥϐǯ șᵂǋ Ǡƽ  

 ₉ ῇ ̾ǜȚ（実践女子大学人間社会学部教員）  

司会進行:伊藤 
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分科会のご案内 
●第1分科会「非正規シングル女性、集まろう！」 (担当 茂木直子） 

パートやアルバイト、派遣や契約社員として働いているシングル女性の方たちで、雇用や差別、現在の

困りごとなどを話しましょう。 

 

●第2分科会「介護する人と介護を必要とする人集まれ！！」 (担当 伊藤みどり） 

2021年には、団塊ジュニアが50代となり 2025年には団塊世代が後期高齢者（75歳）となり6人に1人が

後期高齢者という超高齢社会を迎えます。ケア労働は賃労働のみならず誰もが他人事では済まされない

問題です。介護労働者の問題としてだけではなく、すべての人としての当たり前の暮らしを考えるため

にケアの問題について一緒に考えませんか？ 

 

●第3分科会 「非正規公務の問題について考える」 （担当 瀬山紀子） 

非正規公務の領域で働いている人、非正規公務の問題に関心がある人、集まれ！いま、公的な相談機関

の相談員や、女性関連施設職員、司書、保育士、自治体事務など等、７割以上が女性によって担われて

いる非正規公務の位置づけが、法改正によって大きく変わろうとしています。そのあたりのことや、制

度転換に関わる自治体交渉に参加してきた立場からの報告、今後についての意見・情報交換などできれ

ばうれしいです。 

 

●第4分科会 「セクマイの会」 （担当 きなこ） 

 

今年度は会場の都合により、個室を確保

できませんでした。オープンな会場の一角にての開催になりますので、その点ご了承の上、ご参加くだ

さい。今回は、セクシュアルマイノリティ当事者とアライの方のみ、ご参加いただけます。 

 

●第5分科会 「からだほぐし」 （担当 ちあき） 

 

 

●第6分科会 「“女性自立””女性活躍”とフェミニズムを考える―私の苦労は私のも
の」             （担当 要友紀子（SWASH） 

 

 

 

 
 

◎「自由なおやすみ処」など、ゆるりとするコーナーもあり。今年はとても広い空間です。 
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議 案 1  

2018 年度 活動報告 (2018年１月～12月) 

 

■会員数   正会員 ４３７人 (℮∟ 2018 ─ 25  21 )  

サポーター会員 ５７団体・個人 (  2 ⁸ )  

 

1  ϐ ặר  

▪▫♥Ⱳꜝfiה   ⌐╟╡ ≤ ─≈ↄ ⌐ ≢ ⁹ │  

ⱱ♇♩ꜝ▬fiה ╡ ╡─  ⌐ 4  

ה  ○ꜞ◄fi♥כ◦ꜛfi 11 10 2  

  

2  ᴣ ὕ  

1 10  10  ─═ 66 ⁸ 4  

(◌►fi☿ꜞfi◓ ◘ⱳכ◘♩כⱦ☻ N) ╖≥╡( ↄ ─ ☿fi♃כ) 

  

3 ˿˗ (҇ З ) ὕ 

  5 ─ ₈ ─≈⅞│⅞ √∟─≈⅞│⅞₉╩┼≡⁸▪fi◔כ♩╩  

11 ╟╡►▼Ⱪ ≢▪fi◔⁸♩כ♃☻╩♩כ ⅛ ≢ 50  
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4   ѩ ↔ ặ ᵂ σ 

  

  ⱴכ♥ 

8／11 自立支援を問い直す 後藤 玲子 

9／9 障害者雇用促進法の差別禁止を考える 浅倉 むつ子 

10／27 女性活躍推進法と自立支援を問い直す 堅田 香緒里 

12／9 最低賃金と自立支援を問い直す～韓国の事例から 金  美珍 

     ─═ 94  

  ⁸ ─ ╩₈⅛╙∆ ₉NO. ⌐  

ₐ┤⅍╖╪ₑ⌐ ─ ─ ⅜ ↕╣╢ 

 

5 ᾍ ᶽṦ σ 

    5 12   ─═ 66  

ᵑ ─☿ꜟⱨ◔▪ ᵒ ≤  ᵓPower Flower ᵔ╟™ ⁸ ™  

ᵕ ∆╢  ꞉כ◒☻♃▬ꜟ ᵖ ╩ ↕∑∏ ⌐≈⌂→╢⌐│  

ᵗ⅔ ™─ ™╩ ∆╢ ᵘ ⌐ ╩ ↑╢ 

₈ ⌐ ╩ ↑╢₉│⁸ ─ ⌐ ⅜≈™≡ ⌐ ╩ ↑╢↓≤╩ ┘ ™╕⇔√⁹ 

 

  ᶃ  7  ─═ 50  

 ⅛╠ ╩ ┼ 
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β ╙ ⇔⁸ⱨ□◦ꜞ♥כ♃כ⅜ ⅎ≡™╕∆⁹ 

  

6 ặ (ῇʣӧאלἧ )  ʣ Ҳ ӲҘ 

  ─ ╩  ⁹√⇔╕⇔♩כⱠ▫♦כ◖≡∂

 

3    in כ♦ 8

5 27 @ⱨ▼Ⱶ♬☻♩    ◒כ♩ 

6 14 @ ─ꜚ♬○fiה⌐™⅜√   

6 28 ☿fi♃כ ┤╠∫≤ ⌡╛⅜╦ 

⁸  ♩ⱬfi▬◒כ♩⁸

 

7 8 @  ꜠▬Ᵽכ☿fi♃כ ꜚ♬○♬☼ⱶ  60  

8 31   25  

10 6 ≢₈꜠♇♪ⱴꜞ▪₉  60  

11 4 @╒∫≤   33  

11  ⱶכꜟ  11

⁸  ♩ⱬfi▬◒כ♩⁸

 

12 2 @ ☿fi♃כ ☻◒ꜝⱶ 21 ACW2   25  

  

7 ↔ σ ₉  

₈ה ↄ ₉@  1 3  3                ─═ 20   

ה  ₈ ─≈⅞│⅞ √∟─≈⅞│⅞₉@        5 27 6  

ה  ₈ ⅛╠ ╩⌂ↄ∆ⱥfi♩₉◐ꜞfi↕╪      7 21 40  

ה   ☿fi♃₈≡⌐כⱤ꞉כⱨꜝ꞉₉כ           9 29  

ה  ☿fi♃כ ₈ ≤ↄ╠⇔─☿כⱨ♥▫ ₉♫●ⱡ⁸  12 15 30   
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8 ₑ Ҳ  

♅כⱴה☼ⱷfi▫►ה  3 8 ( 750 ) ACW2≤ ™√ 11   

ה ꜚ♬○fi  TOTO ╘   4 20 

ה ⅝ @  5 22   

₈ה ↄ ─◦fiⱳ☺►ⱶ₉ 1  5 31 

ה ꜚ♬○fi  ⱴ♃Ɫꜝ   6 15 

ה ─ ה   7 17 

ה ꜚ♬○fi Ⱡ♇♩꞉כ◒─◦fiⱳ☺►ⱶ  8 3 

ה ꜚ♬○fi  ⱴ♃Ɫꜝ   9 11 

₈ה ─ ╩ ╘╢ ⱨ◊כꜝⱶ₉ ─ ⅛╠  10/31 

ה  1   11 11  

ה  ⌐ ⇔≡ ┼꜡ⱦכ  11 15,16 

ה ◔▪  30  11 19 

 

9 ᾛ Ҳ 

∟╕∟╕ ─  2  1   ─═ 5  

₈♅ꜗfl₉  6   Skype≢  ─═ 21  

◔▪  8 4  9 16 

 

10  ⅎḸ Ҳ 

∆╙⅛₈ה  ₉ 4  (4 ⁸6 ⁸9 ⁸12  39 42 ) 

 

  ⁸ Ⱳꜝfi♥▫▪⌐╟╢  
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 ☺כⱶⱭכⱱה

 כ♃♇▬♠ה 

 ⱪכꜟ◓◒♇ⱨ▼▬☻Ⱪה 

    ♩☻ꜞ◓fiꜞכⱷה 

₁─ ⁸  

 

11 ᵣ Ҳ 

ה 12 ₈≈⅞│⅞╩ ⅝╢₉  

2 17( )⁸18( ) ☿fi♃כ 

─═ 68 (℮∟ 13 ⁸ ≥╙ 2 )  

)◓fi▫♥כⱦ☺Ⱡ☻Ⱶה )  

1 ⁸ 12   

fi◓(6▫♥כⱪfiⱵכ○ה ⁸9 ⁸12 ) 

 ≤⇔≡ 9 ⌐ ⁸12 ⌐ ─  

─⧵ה   ─ ₂ ⁸ ─√╘─ ∑ 

 

 

 

(↓∟╠│ ⱱ♇♩ꜝ▬fi ─Ɑכ☺─ ≢∆) 
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合計 13 1 :  ,

6
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7
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: 
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議案 2       決 算 書 

2018年度 ACW2 2018年 1月 1日～2018年 12月 31日                   (単位：円) 

科  目 予算額 決算額 摘  要 

正会員会費 900,000  1,019,000  本年度内に 351人の入金 

サポーター会員会費 100,000  61,000  会費 2000円×約 30団体・個人 

寄付金 850,000  874,450  GIVEONE 434,350円  他 62人 

助成金 400,000  0  なし 

講座収入 200,000  298,500  連続かもす講座、ワークショップ、相談員トレーニング等 

雑収入 200,000  64,259  かもすブック、命パンフ 

受取利息 0  1    

繰越金 632,486  632,496  前年度繰越 

山上映画貸出料（収益

分） 
30,000  30,000  上映料貸出 7回分 

【収入合計】 3,312,486  2,979,706    

会議費 50,000  25,410  定期大会 ACW2会場費負担分 連続講座会場費 

広告宣伝費 70,000  173,954  リーフレット増刷 7000部、チラシ 2000部、インク 4本 

旅費交通費 600,000  424,130  運営委員、ボランティア会員交通費 

通信費 450,000  378,330  かもす通信発送、 その他ブックレット等発送費 

電話料金 92,000  89,363  NTTファイナンス基本料金  

光熱費 50,000  47,841  電気代  

家賃 411,600  411,600  月 34300円×12カ月分 

消耗品費 160,000  143,545  講座用の菓子など アスクル 用紙など 

事務用品費 20,000  2,803  文具 

雑費 95,000  137,215  かもすブック増刷 100冊分 労働新聞、賛同費など 

リース料金 154,980  182,880  複写機リース 12,915→4月～14850円 

支払手数料 20,000  7,879    

講師謝金 40,000  85,000  連続講座 講師代 

予備費 16,906  0    

 650,000  481,768  ホットライン 東京、大阪、新潟、福岡  

助成金事業費 432,000  443,596    

 ゆめ応援ファンド 432,000  443,596  命パンフ製作費用 一式 

【支出合計】 3,312,486  3,035,314    

当期収支差額 0  -55,608    
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２０１９年２月１６日 

上記のとおり、報告いたします。 

                    会計  浦松 綾子  

貸借対照表  2018年 12月 31日  

  

 

科  目 当期残高 

現金 40,283  

郵便振替 202,850  

普通預金 175,112  

【資産合計】 418,245  

預り金 75,000  

山上映画預り金 7,000  

 

 

─ ⁸ ⌐ ↕╣≡™√↓≤╩ ╘╕∆⁹ 

  

                            ⅛∏  
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 議案３ 2019 年度 活動計画（短期ビジョン） 

 

 

 

 
 

 

１． 「つぎはぎ」でも生きられる知恵の交換 
 

  昨年は様々な方面から国の「自立支援」政策の問題点について講師を呼んで議論しました。 

 その中で明らかにされてきたことは、当事者自身が自己選択、自己決定し、国の政策に抗議しつづけ

ること自らが生きのびるために助け合うことを、どうやるのか。 

  問題は個人ではなく「社会的な障壁を問題」にし、誰にもある潜在能力を生かしあい、賃労働だけ

ではないオルタナティブな助け合いをどう作るか ということではなかったでしょうか？ 

 

● 会員が互いに生活を助け合う事業、情報の収集と提供 生存権の拡充  

お得情報を集めて伝え合い、そこそこ生きられる知恵の交換を 

  

・お金がない時に 生活保護の使い方 市役所の福祉のあれこれ 融資 

・食べ物に困った時 セカンドハーベスト 物々交換 マイクロクレジットの活用  

 ・身近な人が障害を持った時 手続きのすべて 

 ・病気になった時 病気の情報を得るには、社会保障制度を使い倒すには。 

 ・失業した時 失業保険、ハローワークの使い方、職業訓練校の種類 使い方 

 ・親の介護の時、介護が必要になった時 知って得する制度の使い方 

・子育てに困った時 育児休業、保育園入園  

 ・住宅問題に困った時 単身者、親との同居、シエアハウス 

 

●  地域通貨による助け合い実験  

 

まず ACW2の活動ボランティアから通貨にできないか、検討   

 

ƺ1₴ɑȶɥɱƻ 

Ƽ ƽșǫǱǋǮⁿșʣǙȏǍ 
˛ǋǲ ǔǵǺȐȓȒ ǿ 
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２． キャンペーン 
 

１）副業・兼業(仕事のかけもち)問題の見える化 
「週３日の賃労働でも生きさせろ」の要望をさらに現実的なものに 

 

政府による副業支援政策が進められようとしています。メディアでは「パラレルキャリア」ともてはや

され、副業を始めたことで仕事の裾野が広がったなどが多く取り上げられていますが、その実態はどの

ようなものなのか？ 

国の調査では、副業をしている人の 7 割近くが年収 299 万円以下であり、副業する理由については 4 割

強が「十分な収入」を得るためと回答しています。ホットラインにも、「パートをかけもちしているが、

どちらの仕事からも社会保険をかけてもらえない」とか「社会保険逃れのため、労働時間を削られてい

る」といった相談が寄せられています。 

いくつもの仕事をかけもちし、ギリギリやりくりしながら生きている――というのが実態に近いので

は？ そこで今回、私たちは仕事をかけもちしている女性を対象にアンケートを行うことで皆さんの声

を集めています。実態から最低賃金引上げ、社会保障適用、などなどのキャンペーン等を計画していき

ます。 

 

２）有期労働契約を理由にした不合理な労働条件の禁止 

 同一労働同一賃金ガイドラインを活用して 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html 

① 基本給、賞与、各種手当、福利厚生の格差是正 

② 就業規則変更による正社員の労働条件の不利益変更禁止 

  

３．相談員トレーニングとホットライン 

 ホットラインの担い手を増やす。交通費補助など 

◎相談員トレーニング 10 回  

① 電話相談ボランティア募集と相談員入門説明会    

② ホットライン振り返りの会  4回 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
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相談の状況や対応等について情報交換し、背景や受け方などについて認識を共有  

③ ホットライン分析と、労働政策の要望まとめ 

④ 相談員が相談の受け方の基本を復習できる「ホットラインマニュアル」作成に向けて  

労働情報のみならず生活情報を集めていく 

４．ACW2 の活動を伝える、「かもす」活動 
 

・対話の土壌を「かもすワークショップ」 引き続き 実施する。 

 会員同士のつながりのツールにしていきます。 進行役の担い手を増やします。 

・分断に橋を架ける 対立、葛藤に向き合う 深層民主主義の手法にも学びます。 

・「命パンフ」(100年ビジョン)の販売促進 および 活用ワークショップ  

   

５．「たたかいつづける女たち」上映活動協力 
 

 

６．会員の小グループ活動とアクション 
 

・介護労働者グループ、 

・派遣労働者グループなど当事者の自主活動を推進 

・読書会 

・ちまちま手仕事の会 

・会員の自発的なテーマによる自主的な活動に場を提供し、交流を促進 

たとえば、お花見などの季節イベント、海外調査旅行企画、 

各地での連帯行動 など 

 

７．運営を支える活動 
 

・100年の長期ビジョンを念頭に置いた組織のあり方やしくみについて具体的に議論を 

進めます。 

・組織のなかで起きる問題について運営委員会の中で話し合うことをあきらめない。 

・会員の間での違う意見を理解しようとし率直に自分の言葉で話し合い、どうしたら合意

形成できるか知恵をしぼる。 

・一度合意したことについては協力する。うまくいかなかったら、また別の方法を考える。 

・発案者が主宰し自主的に活動することを、ACW2として大切にする。 

・会員相互にも存在する力の強弱に配慮し、活発な議論と合意形成を重視していきます。 
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・役割の交代可能な組織をめざして役割を分担し、一人ひとりの力が発揮できるよう努め

ます。 

 

 

①毎月１回の運営委員会と年４回の拡大運営委員会 

②財政再建活動  

会員をふやす、ACW2グッズの開発・販売､寄付のお願い、助成金獲得など 

③法人化の検討 

 

８.広報活動   
 

・「かもす通信」の発行  年 4回 (3月、6月、9月、12月)  

３） ホットラインカードの配布 

４） ホームページのリニューアル更新 

・「かもすワーク」専用 WEB の制作・運営 

５） SNSの拡充 

６） イベントなどの際に積極的に、友人や知人にできる範囲で押し付けがましくない声

がけ 

７） マスメディアとの積極的な関わり 特にがんばっているメディアの人への応援 
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議案４ 

  2019年度 予算  

    （単位：円） 

科 目 予 算 額  概 要    

          

正会員会費 1,000,000  500人 

サポーター会員会費 100,000  2000円×50件 

寄付金 850,000    

講座収入 200,000  対話の土壌をかもす講座 相談員トレーニング 等 

雑収入 200,000  命パンフ、かもすブック 

受取利息     

繰越金 336,245    

山上映画貸出料（収益分） 30,000  ミニ上映会 3000円 10回分 

【収入合計】 2,716,245    

   

会議費 50,000  定期大会 会場費、その他講座会場費 

広告宣伝費 70,000  かもす通信印刷、宣伝チラシなど 

旅費交通費 500,000  運営委員 会員ボランティア費 

通信費 400,000  かもす通信 4回分 その他 送料など 

電話料金 90,000  NTT基本料金 

光熱費 50,000  電気代 

家賃 411,600  月 34,300円×12 

消耗品費 150,000  講座費用など 

事務用品費 20,000    

雑費 95,000  労働新聞、賛同費 かもすブック増刷 

リース料金 178,200  14,850×12 

支払手数料 10,000    

人件費     

講師謝金 80,000  講座講師代金 

雑損失     

予備費 11,445    

フリーダイヤルホットライン 600,000    

      

【支出合計】 2,716,245    
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５．共同代表、事務局長が任務を遂行できなくなったときは、運営委員会の決定により運営委員が任務を代行

する。 
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議案６ 

 

2019 年度 役員 
 

 

      

共同代表   ナガノ ハル （改選） 

 

共同代表   伊藤 みどり（非改選） 

 

事務局長   小園 弥生 （非改選） 

 

運営委員   飯島 裕子 （非改選） 

 

運営委員   片岡 紀子 （非改選） 

 

運営委員   金  美珍 （非改選） 

 

運営委員   小林 蓮実 （改選） 

 

運営委員   坂本 澄子 （非改選） 

 

運営委員   佐崎 和子 （非改選） 

 

運営委員   鈴木 ちあき（非改選） 

 

会計監査 浅井真由美 （非改選） 

 

会計監査 田中かず子 （非改選） 

       

  

 

 ※任期は２年です。 
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◎参考資料 ACW2 中期ビジョン 
 

（１）ディーセント・ワークは企業内の労働のみならず、 

すべての労働に適用されるようにし、労働概念の見直しを主張します。 

 

( DW)

   

 ILO DW DW

 

 

 

※日本再生戦略 

閣 議 で 発 表 さ れ た ＜ 新 成 長 戦 略 「 元 気 な 日 本 」 復 活 の シ ナ リ オ （ ２ ０ １ ０ 年 ６ 月 発 表 ） ＞

http://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/sinseichou01.pdf によると、 

「雇用の安定・質の向上と生活不安の払拭が、内需主導型経済成 長の基盤であり、雇用の質の向上が、企業の競争

力強化・成長へとつな がり、その果実の適正な分配が国内消費の拡大、次の経済成長」のために「ディーセント・

ワーク(人間らしい働きがいのある仕 事)」の実現に向けると書かれている。 

 

（２）男女雇用機会均等における＜平等＞の見直しを行います。 

●男女雇用機会均等法が施行されて四半世紀ですが、女性の非正規労働者は半数を超え、いわゆるまともな労

働状況に置かれているとはとてもいえません。 

「雇用機会均等」の発想は、スタートを同じにすることが＜平等＞であり、スタートさえ同じにすれば、あと

は競争をよしとする思想でした。しかし私たちがこの四半世紀で学んだ事は、競争主義に巻込まれたときに、

格差が広がるということではないでしょうか？人を蹴落とさない働き方、生き方が出来るための＜平等＞を実

現させるため、男女雇用機会均等における＜平等＞の見直しを行います。 

 

 

（３）過労死や働き過ぎによる健康被害の甚大さを明らかにし、 

社会環境作りおよび社会への責任を問うために、 

ILO 条約第１号を批准しうる社会の実現を目指します。 

 日本はいまだに、「労働時間（工業）条約」と呼ばれる ILO 第１号および「労働時間（商業・事務所）条

約」第３０号のどちらの条約も批准していません。これら２つの条約はどちらも「１日８時間、１週４８時間

を超えてはならない」と定めた有名な条約です。 本来生活するために働くはずが、むしろ働く事によって健

康を害し、「過労死」と呼ばれる「死」すら招く事態にあります。この本末転倒な状況を改善していくための

社会環境作りに努力し、社会の責任を明らかにしていきます。 

 

http://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/sinseichou01.pdf
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（４）性別役割分業をなくしてゆくために、企業横断的な 

同一価値労働同一賃金を目指します。 

「性別役割分業」は賃労働と家事労働という二分法だけではありません。たとえば、企業内の労働も「性別役

割分業」が浸透しています。 

 たとえばおおむね総合職（転勤などのある仕事）は男性、一般職（事務等を担い、転勤はない）は女性と分

かれているのが実情です。 

 職種別の給与平均を見れば、あきらかに、男性が多く務める職種（金融、メーカー等）が高い給与をもらっ

ている一方で、女性が多く務める職種（サービス業・福祉等）が低い給与であるという事態も生じています。 

 企業横断的同一価値労働同一賃金を確立し、賃労働・家事労働両方において、性別役割分業をなくす事こそ

が、女性の貧困をなくすための重要な課題の一つなのです。 

 

 

（５）男性主軸の現状の労働運動に対し、女性たちの参加しやすい労働運動を 

具体的に提案していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）右肩上がりの経済前提ではない、豊かな生活 の 

実現を目指します。 
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話し合いのルール 

 

安心・安全な場をつくるため、参加者みんなで守りましょう。 

 

１） 参加する・しない自由 

 

・話したくないことを聞かれたら、話さなくてもいい。 

・自分の体調を優先して、場を離れたり、休んでいてもいい。 

 

２）   尊重 

 

 ・意見や感想など発言するときは、必ず「私は、○○と感じた。」「私は、○○という経験を

した」というふうに、「私は」「おれ」「僕」を主語に話しましょう。 

 ・他の人の意見に対して、「一般論」や第三者的（みんなが言っているなど）に意見を言わな

いようにしましょう。 

 ・グループのメンバーや他の個人の批判をしない（人の悪口をいう機会ではない）、決めつけ

やレッテル貼りをしないようにしましょう。 

 ・人が話しているときに割りこまないようにしましょう。 

 ・人の意見を傾聴しましょう。 

・人が話している時に、私語は慎みましょう。 

・理解を深める質問は大いにしましょう！ 

・対立、葛藤な気持が起きたら、胸に手を当てて、ゆっくりと落ち着いて話そう 

 

２） 時間を平等に使う 

 

 ・一人で長く話さない。みんなの時間を独占しない。持ち時間を守る。 

 ・発言する機会を分け合う。 

 ・発言は、テーマや議題から大きく外れないようにしましょう。 

・結論が出ない話題・テーマからはみ出す話題は、一時保管場所を作って、別の機会に議論で

きるように取っておきましょう。 

 

３） 守秘義務 

 

 ・ここで知った個人的な体験や情報を会場外で話したり、他の目的に利用しない。 

 ・安心して率直に話せる場を、みんなで作る。 

 
【お願い・おことわり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


